
ながら運転 通行区分違反（逆走） 指定場所一時不停止信号無視

対象は
16歳以上

－ 安きに居て危うきを思う －
やす あり あや おも

居安思危
こ あん し き

一定の道路交通法違反（比較的軽微なもの）をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書の
ことです。青い紙であることから「青切符」と呼ばれています。反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象
になることがあります。
今後、自転車の運転手に対しても違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符などによる処理が行われます。

■問い合わせ／危機管理課　☎08 8 - 8 8 0 - 6 5 7 5

「知らんかった！」 ではすまされん

青切符(交通反則通告制度)ってなに？

こんな運転していませんか？

5,000円6,000円12,000円6,000円

4月から 自転車にも 『青切符』

この他にも多くの交通違反が対象になります。詳細は右
記二次元コードをご確認ください。自転車を利用される方も
交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

車道の右側通行や、右側
に設置された路側帯を通
行するなどの行為も違反
です。

一時停止をしても、交差車
両などの通行を妨げれば、
違反です。

対面信号が赤なら、
車道では停止線
歩道は横断歩道などの
直前
で必ず止まりましょう。

携帯電話で通話しながら、携
帯電話の画面を見ながら運
転する行為や携帯電話を使
用中に他の交通に危険を生
じさせる行為は違反です。

◀警視庁
　HP

◀警察庁
　HP

自転車の新しい制度

とさでん交通の定期券購入で
「パーク＆ライド」の駐車場代が無料！！

申し込み
問い合わせ 電車企画課　☎088-833-7120

（8:30 ～ 17:30 受付／土･日祝休業）  
高知市桟橋通 4丁目 12番 7号 ※いの・ごめん月極駐車場あり

パーク＆ライドとは、最寄り駅まで自動車でアクセスし、駅に近接した駐車場に
車を置いて、電車に乗り換えて通勤する方法です。車を使う時間が減るので環
境に優しく、渋滞のイライラを感じることなくスムーズに目的地に行くことができ
ます。

反則金反則金反則金反則金

■問い合わせ／企画課企画調整係　☎ 0 8 8 - 8 8 0 - 6 5 5 3

■請求先・問い合わせ／福祉事務所地域福祉支援係　⑨番窓口　☎ 0 8 8 - 8 8 0 - 6 5 6 6
　　　　　　　　　　　8：30～11：30、 13：00～16：30 （土日祝・年末年始を除く）

　戦没者など（軍人軍属としての在職期間中または準軍属としての公務上の傷病などが原因で亡くなられた
方）の遺族に対する特別弔慰金（第十二回特別弔慰金）の請求を受け付けています。

■ 支給対象者／戦没者などが亡くなられた当時の遺族のうち令和７年４月１日時点でご存命の方で、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻や
父母など）がいない場合に、指定する順番による優先順位の遺族１人に支給されます（優先順位について
は、お問い合わせください）。

■ 支給内容／額面２７５,000円、５年償還の記名国債　　■ 請求期限／令和１０年３月３１日
■ 注意事項
　・申請には戸籍の発行が必要です（手数料がかかります） 。
　・請求者本人の本人確認書類（※１）が必要です。本人に代わって代理人が手続きされる場合には、
　　代理人の本人確認書類も必要です。
　　※1　顔写真入りの書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）１点、
　　　　　または顔写真なしの書類（介護保険被保険者証、年金手帳など）２点
　・初めて請求をする方は、１時間以上かかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
　・下記以外の時間帯にお越しいただいても、受付できない場合があります。

令和８年６月１日を基準日に行う経済センサスは、全ての産業分野の売上（収入）金額や費用などの
経理項目を同一時点で網羅的に把握し、事業所・企業の経済活動を全国と地域別に明らかにするこ
とを目的にした５年ごとに行われる調査です。
全ての事業所（個人事業主を含む）が対象ですので、調査のご回答・ご協力をお願いします。

国（国から委託を受けた民間事業者）から 緑色 の封筒で調査書類が郵送され
ます。インターネット回答のみ可能です。

上記でインターネット回答がなかった事業所や緑色の封筒が送付されていない
新規事業所には、調査員が訪問し調査回答の依頼を行います（ 青色 の封筒を
お渡しします）。インターネット回答と紙の調査票での回答が可能です。

国（国から委託を受けた民間事業者）から、主に支社などを有する企業に対し、 
 黄色 の封筒が届きますので、インターネットでのご回答をお願いします。
回答がない場合、市が督促を行います。

特別弔慰金の請求を受け付けています
戦没者などの遺族の方へ

全ての事業所の皆さま

を実施しますを実施します
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見本見本
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